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令和７年３月２８日版 

 

千葉市価格高騰重点支援給付金 

（令和 6 年度非課税 3 万円）Ｑ＆Ａ 

 

このＱ＆Ａは、千葉市価格高騰重点支援給付金（令和６年度非課税３万円）

について、質疑応答形式で説明するものです。 

 

目次 

１ 総論 ..............................................................................................................................5 

問 1-1 「千葉市価格高騰重点支援給付金」の概要を教えてください。 .....................5 

問 1-2 令和６年夏頃、住民税非課税世帯（又は住民税均等割のみ課税世帯）を対象

とした令和６年度千葉市価格高騰重点支援給付金の 10万円を受給したのですが、本

給付金も対象となりますか。また、他の市区町村で同様の給付金を受給している場合

はどうですか。 ................................................................................................................5 

問 1-3 他の市区町村で、同趣旨の令和６年度の低所得者向けの給付を受けた場合

も、本給付金の対象となりますか。 ...............................................................................5 

問 1-4 令和６年度住民税均等割が非課税かどうかはどのように決まるのですか。 ...6 

問 1-5 どの市区町村においても同じ基準で給付金が支給されるのですか。 ..............6 

問 1-6 各給付金に関連して、国の資料を確認することはできますか。 .....................6 

問 1-7 各給付金の法的性格は何ですか。 .....................................................................6 

問 1-8 各給付金の支給については、行政不服審査の対象となりますか。 .................6 

問 1-9 各給付金は、課税の対象となりますか。 ..........................................................6 

問 1-10 各給付金は、市町村の差押えの対象となりますか。 ......................................7 

２ Ｒ６非課税３万円給付について ..................................................................................7 

問 2-1 非課税給付は、前回、同じ「千葉市価格高騰重点支援給付金」の名称で行っ

ていた１世帯あたり 10万円の給付金と、全く同じ世帯に対して給付されるものなの

ですか。 ...........................................................................................................................7 

問 2-2 対象となるすべての世帯に対して、市から案内などが届くのでしょうか。 ...7 

問 2-3 自ら申請する必要がある世帯とはどのような世帯でしょうか。 .....................8 

問 2-4 基準日時点において千葉市に住民登録がある方が給付対象ということです

が、「住民登録がある」というのは住所を定めた日（異動日）の意味ですか、それと

も届出日の意味ですか。 .................................................................................................8 

問 2-5 基準日において給付対象者であった者が死亡した場合、どのような取扱いと

なりますか。 ...................................................................................................................8 



2 

 

問 2-6 確認書の返送期限、また申請書の申請期限はいつですか。 ............................9 

問 2-7 前回の 10万円給付をＤＶ等避難者や措置入所者として受給した世帯について

も、支給案内のハガキが送付されますか。 ....................................................................9 

問 2-8 前回の 10万円受給の際に書類を提出しています。申請するにあたり、前回添

付した書類をもう一度すべて提出する必要がありますか。 ..........................................9 

問 2-9 確認書の本人確認書類は省略可能とありますが、なぜ申請書の場合は省略で

きないのでしょうか。 ...................................................................................................10 

問 2-10 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象となります

か。 ................................................................................................................................10 

問 2-11 条例減免により、市町村民税を課されないことになった者について、本給付

金の支給対象となりますか。 ........................................................................................10 

問 2-12 基準日時点で生活保護を受けている方は本給付金の支給対象となりますか。

また、生活保護制度上の取扱いはどのようになりますか。 ........................................10 

問 2-13 基準日（令和６年 12月 13日）において住民登録がないホームレス等につい

て、支給対象となりますか。 ........................................................................................ 11 

問 2-14 基準日（令和６年 12月 13日）の翌日以降に入国した場合、支給対象となり

ますか。 ......................................................................................................................... 11 

問 2-15 令和６年１月２日以降に海外から入国したため、令和６年度分の住民税が課

されていない者は支給対象者になりますか。 .............................................................. 11 

問 2-16 令和６年１月２日から 12月 13日基準日までに千葉市に転入した者は、どの

ように課税・非課税を判断することになりますか。 ................................................... 11 

問 2-17 Ｒ６非課税３万円給付等の対象となる世帯であることは、どのように審査判

定することになりますか。 ...........................................................................................12 

問 2-18 給付金を受給した後、修正申告等により、市町村民税所得割が課税となった

場合、どのような取扱いとなりますか。 .....................................................................12 

問 2-19 未申告者は、どのような取扱いとなりますか。 ...........................................13 

問 2-20 複数人いる世帯において、課税対象者であった者の死亡や行方不明により、

残った世帯員から申請できますか。 .............................................................................13 

問 2-21 所得税の課税対象となる給付金や一時的な所得増により課税されている場合

にも、住民税非課税世帯 として給付対象にならないのですか。 ...............................13 

問 2-22 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除くとあります

が、当該非課税世帯の中に課税されている者の扶養親族ではない者が１人でも含まれ

ていれば、支給対象となりますか。 .............................................................................13 

問 2-23 令和６年 12月 13日以前に配偶者と離婚したケースで、本人の世帯は令和６

年度の住民税が非課税だった場合、給付の対象となりますか。 .................................13 

問 2-24 租税条約に基づく免除の適用を届出た者を含む世帯は支給対象になります

か。 ................................................................................................................................14 

問 2-25 ＤＶ等から避難中の場合は、給付の対象となりますか。また、この場合、加



3 

 

害者世帯はどのようになりますか。 .............................................................................14 

問 2-26 ＤＶ等避難者自身の市町村民税が課税の場合、支給対象となりますか。 ...14 

問 2-27 基準日時点で、ＤＶ等避難者が加害者ではなく、例えば実家の両親のよう

な、住民税課税の支援者と住民票上同一世帯になっていた場合、支給対象となります

か。 ................................................................................................................................14 

問 2-28 住民票を居住地である入所施設に移していない児童について、措置入所等児

童の保護者がＲ６非課税３万円給付等を受けている場合、当該児童は、保護者世帯と

は別に、給付金を受給できますか。 .............................................................................14 

問 2-29 措置入所等児童については、施設等に住民票を移していない場合であって

も、施設所在地が千葉市であれば、千葉市での支給対象となりますか。 ..................15 

問 2-30 里親に委託された児童は支給対象となりますか。 .......................................15 

問 2-31 児童福祉法の措置入所者も支給対象ですが、年齢要件はありますか。 ......15 

問 2-32 同一の施設に入所している兄弟姉妹や親子である児童は、それぞれ受給でき

ますか。また、この取扱いは、措置等入所障害者・高齢者についても同様ですか。 15 

問 2-33  18歳以上の女性自立支援施設の入所者の取り扱いはどのようになります

か。 ................................................................................................................................15 

３ こども加算について ...................................................................................................16 

問 3-1 こども加算の支給要件について教えてください。 .........................................16 

問 3-2 ここでいう扶養とは何ですか。 ......................................................................16 

問 3-3 支給要件に合致していれば、Ｒ６非課税３万円給付を受給していなくても、

こども加算だけを受給することができるのでしょうか。 ............................................16 

問 3-4 こどもと世帯が別の場合は支給されないのでしょうか。 ..............................16 

問 3-5 こどもと世帯が別で、申請が却下されるのはどのような場合が想定されます

か。 ................................................................................................................................16 

問 3-6 基準日後にこどもが生まれました。こども加算の対象になりますか。 ........17 

問 3-7 こどもが海外に留学しています。こども加算を受けられますか。 ...............17 

問 3-8 海外から来て、千葉市に住民登録をして働いている外国人です。R６非課税３

万円給付を受給したのですが、母国にいるこどもについてもこども加算を受給できる

のでしょうか。会社には親族関係書類や送金関係書類を提出しており、税金上の扶養

控除は受けています。 ...................................................................................................17 

問 3-9 海外から来て、千葉市に住民登録をして働いている外国人です。Ｒ６非課税

３万円給付を受給したのですが、基準日後に母国で生まれたこどもが、申請期限内に

来日し、住民登録をしました。こども加算の対象となりますか。 .............................17 

問 3-10 単身で千葉市に住民登録をし、寮生活をしている一人暮らしの学生です。私

自身が 18歳以下の場合は、私がこども加算を受けられるのでしょうか。 ................17 

問 3-11 実の子が児童養護施設等に措置入所している場合も、住民票上同一であれば

こども加算を受給してよいのでしょうか。 ..................................................................18 

４ その他 .........................................................................................................................18 



4 

 

問 4-1 基準日の令和６年 12月 13日時点では、世帯主である夫、妻である私、子の

３人世帯でしたが、その後離婚しました。私（元妻）がこどもを引きとって扶養して

いるのですが、この場合もこども加算は元夫に支給されるのでしょうか。 ...............18 

問 4-2 基準日の令和６年 12月 13日時点で、住民票上は世帯主である夫、妻である

私、子の３人世帯ですが、離婚協議中で、実際は妻である私がこどもを引き取り、別

居しています。この場合もこども加算は夫に支給されるのでしょうか。 ..................18 

 

 

  



5 

 

１ 総論 

 

問 1-1 「千葉市価格高騰重点支援給付金」の概要を教えてください。 

（答） 

○概要は以下のとおりです。 

 

○住民税均等割非課税世帯を対象に、１世帯あたり３万円を支給します（①令

和６年度非課税３万円）。また、対象世帯に１８歳以下の児童が含まれる場

合は、児童ひとりあたり２万円が加算されます（②こども加算）。 

＜例＞家族４人（１８歳以下の子が 2人）の場合 

    給付金（３万円）＋こども加算（２万円×２人） ７万円 

○なお、表中の各給付金について、本Ｑ＆Ａではそれぞれ以下のとおり称する

こととし、繰り返しを避ける場合等には「本給付（金）」とします。また、

総称する場合には「各給付（金）」と称することとします。 

①「Ｒ６非課税３万円給付（金）」 

②「こども加算」 

 

問 1-2 令和６年夏頃、住民税非課税世帯（又は住民税均等割のみ課税世帯）

を対象とした令和６年度千葉市価格高騰重点支援給付金の 10万円を受給した

のですが、本給付金も対象となりますか。また、他の市区町村で同様の給付金

を受給している場合はどうですか。 

（答） 

○対象となります。 

 

問 1-3 他の市区町村で、同趣旨の令和６年度の低所得者向けの給付を受けた

場合も、本給付金の対象となりますか。 

（答） 

○対象とはなりません。 

〇今回のＲ６非課税３万円給付、こども加算にあたる給付金を他の市区町村

で受給されている場合は、千葉市では対象外となります。 

基準日 令和６年12月13日

対 象 世帯全員が令和６年度住民税均等割非課税の世帯

支給額

１世帯あたり３万円

※18歳以下の児童を扶養している場合は、児童１人あたり２万円を加算（②こども

加算）

申請期限

令和７年６月30日（月）消印有効

※新生児（令和６年12月14日～令和７年６月30日に出生した児童）については

令和７年７月31日（木）消印有効

①令和６年度非課税３万円
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○なお、対象外の方が受給した場合は、給付金をご返還いただきます。 

 

問 1-4 令和６年度住民税均等割が非課税かどうかはどのように決まるので

すか。 

（答） 

○令和５年１月から 12月の収入を基準に、原則令和６年１月１日時点で住民

登録のある市区町村にて賦課決定されます。 

 

問 1-5 どの市区町村においても同じ基準で給付金が支給されるのですか。 

（答） 

○市区町村ごとに異なる基準で支給されます。 

○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金による本給付金は、国によって

「各地方公共団体が地域の実情に応じて計画・実施する」ものと位置づけら

れており、給付金額や基準日の目安は示されているものの、詳細は各市区町

村で決定し支給します。 

 

問 1-6 各給付金に関連して、国の資料を確認することはできますか。 

（答） 

○内閣府地方創生推進事務局のホームページで公開されています（「物価高騰

対応重点支援地方創生臨時交付金」で検索するか、以下の URLにアクセスし

てください。）。 

 https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien.html 

 

問 1-7 各給付金の法的性格は何ですか。 

（答） 

○いずれも法的性格は、民法（明治 29年法律第 89号）上の贈与契約（民法第

549条）となります。 

 

問 1-8 各給付金の支給については、行政不服審査の対象となりますか。 

（答） 

○いずれの給付金についても法的性格は贈与契約であり、行政処分ではない

ので、支給について不服申立て等の対象とはならないと考えます。 

 

問 1-9 各給付金は、課税の対象となりますか。 

（答） 

○「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」（令和５年法律第 81

号）により、いずれの給付金も所得税等は課されないことになります。 
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問 1-10 各給付金は、市町村の差押えの対象となりますか。 

（答） 

○「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」（令和５年法律第 81

号）により、いずれの給付金も差し押さえることはできません。 

 

 

２ Ｒ６非課税３万円給付について 

 

問 2-1 非課税給付は、前回、同じ「千葉市価格高騰重点支援給付金」の名称

で行っていた１世帯あたり 10万円の給付金と、全く同じ世帯に対して給付さ

れるものなのですか。 

（答） 

○違います。前回の 10万円の給付金とは対象世帯が異なります。３万円の給

付にあたっては、基準日である令和６年 12月 13日における対象世帯を、あら

ためて抽出・審査いたします。 

 

問 2-2 対象となるすべての世帯に対して、市から案内などが届くのでしょう

か。 

（答） 

○届きません。すべての世帯にご案内等をお送りするのではなく、支給要件を

満たす可能性が特に高い世帯に対してのみ、支給決定通知書もしくは確認

書をお送りします。 

 

○ただし、令和６年 12 月 14 日以降にご家族に住民票の変更があった世帯に

ついては、世帯主が令和６年１月以降に千葉市で実施した給付金事業にて

給付金を受給、もしくは公金受取口座を登録している場合も世帯状況を確

認する必要があることから確認書でのお手続きとなります。 

○支給決定通知書もしくは確認書が届かない場合は、対象であっても自ら申

請していただく必要がある世帯か、もしくは対象外の世帯となります。 

○申請書の対象となる世帯の例としては、以下のような場合が想定されます。 

・千葉市に転入する前の住所が令和６年 1月 1日現在の住所と異なる 

・令和６年 1月 2日以降国外から転入した 

要件

基準日（令和６年12月13

日）時点で千葉市に住民登録

がある

世帯の全員が、令和6年１月

１日現在で、千葉市か千葉

市に転入するひとつ前の自

治体で住民登録されている

令和6年1月以降に千葉市で実施した給

付金事業にて給付金*を受給しており、

そのときの口座名義と、基準日時点の世

帯主の氏名が同一

基準日時点の世帯主が公金

受取口座を登録している

○ ○ ○ ー

○ ○ × ○

○ ○ × × 確認書 ３月14日以降順次

○ × ー ー 申請書
発送しない

３月19日以降配布開始

区分 送付時期

支給決定通知書（兼支

給要件確認書）
２月19日以降順次

*令和5年度価格高騰重点支援給付金【7万円追加給付】、

 令和5年度価格高騰重点支援給付金【住民税均等割のみ課税世帯10万円】、

 令和6年度価格高騰重点支援給付金【新たに住民税非課税となった世帯等】
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・最近修正申告をして課税から非課税となった 

 

問 2-3 自ら申請する必要がある世帯とはどのような世帯でしょうか。 

（答） 

○令和６年１月２日以降に千葉市に転入された方を含む世帯等は、千葉市で

は令和６年度住民税の課税状況などを把握していないため、申請していた

だく必要があります。 

○また、千葉市で支給決定通知書や確認書を作成した後、修正申告によって課

税から非課税になった方の情報等も網羅的に把握することは困難ですの

で、世帯の中に該当される方がいる場合は申請していただく必要がありま

す。 

○なお、申請書は、ホームページからダウンロードしていただくか、コールセ

ンターへご連絡いただければ郵送いたします。 

○ただし、転入された方を含む世帯等であっても、本市が他市町村への照会等

した結果、対象となる可能性が高いと考えられる世帯については、支給決定

通知書や確認書の送付対象としています。その場合、申請書の提出は不要で

す。ご自身が、送付の対象者かどうか確認したい場合は、３月下旬以降に、

千葉市価格高騰給付金コールセンター（0120-463-002）で確認することがで

きます。 

 

問 2-4 基準日時点において千葉市に住民登録がある方が給付対象というこ

とですが、「住民登録がある」というのは住所を定めた日（異動日）の意味で

すか、それとも届出日の意味ですか。 

（答） 

○住所を定めた日（異動日）とします。 

○なお、転出予定日が基準日以前であり、転入届が基準日後である等により、

基準日においていずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者

は、基準日の翌日以降、初めて住民基本台帳に記録された市区町村が千葉市

である場合、給付対象者となります。 

 

問 2-5 基準日において給付対象者であった者が死亡した場合、どのような取

扱いとなりますか。 

（答） 

○基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、原則として以下の取扱いとなり

ます。 

・支給決定通知書の送付対象世帯の場合 

（１）口座変更の届出後に亡くなった場合 

当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。 
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（２）口座変更や辞退の届出期間中に、当該届出を行うことなく亡くなられた場合 

①当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となっ

た方が支給先（振込口座）の変更の届出を行い、給付を受けることとなります。 

②単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。 

（３）口座変更や辞退の届出期間後に、届出を行うことなく亡くなられた場合 

当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。 

 

・確認書の送付対象世帯の場合 

申請・受給権者となっている世帯主が、基準日以降に、 

（１）確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合 

①当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となっ

た方が申請し、給付を受けることとなります。 

②単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。 

（２）確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合 

当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。 

 

問 2-6 確認書の返送期限、また申請書の申請期限はいつですか。 

（答） 

○令和７年６月 30日（月）（消印有効）です。 

○ただし、新生児（令和６年 12月 14日から令和７年６月 30日までに出生し

た児童）を扶養している世帯の、当該児童分のこども加算に限り、申請期限を

令和７年７月 31日（木）（消印有効）までとします。 

 

問 2-7 前回の 10 万円給付をＤＶ等避難者や措置入所者として受給した世帯

についても、支給案内のハガキが送付されますか。 

（答） 

○避難や措置の状況が変化している可能性があるため、支給案内の対象とは

いたしません。 

 

問 2-8 前回の 10 万円受給の際に書類を提出しています。申請するにあたり、

前回添付した書類をもう一度すべて提出する必要がありますか。 

（答） 

○世帯主の本人確認書類、口座確認書類は再度ご提出いただくこととなりま

す。ただし、確認書については、世帯主本人の名義の口座への振り込みを希

望する場合に限り、本人確認書類のみ提出を省略することができます。 

○また、転入された方の非課税証明書もご提出いただくこととなります。 

○10 万円給付時に非課税証明書を千葉市にご提出いただいている方について

は、添付を省略していただいても構いません。「10 万円受給時に、世帯主
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〇〇と世帯員××については、令和６年度非課税証明書を千葉市に提出し

たので添付を省略する。」といったメモを、非課税証明書に代えて別紙でご

添付ください。ただし、その場合は通常より審査に時間がかかりますのであ

らかじめご了承ください。 

○なお、「非課税証明書を前回提出したかどうか」については、調査に時間が

かかるため、お問い合わせいただいても原則として回答できません。不明の

場合は、お手数ですがご提出いただくようお願いいたします。 

 

問 2-9 確認書の本人確認書類は省略可能とありますが、なぜ申請書の場合は

省略できないのでしょうか。 

（答） 

○確認書の場合は住民票に登録されている住所にお送りしているものである

こと、本人名義の口座の口座確認書類の添付は必要であることから、第三者の

なりすまし等を防ぐことができるものとして本人確認書類の添付を省略可能

としております。申請書の場合や代理受給を希望される場合は、なりすまし防

止の観点等から本人確認書類の添付をお願いしております。 

 

問 2-10 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象と

なりますか。 

（答） 

○対象となりません。 

○例えば、次のような場合は対象外となります。 

・千葉市に下宿している学生が、課税者である親や兄姉の扶養に入っている。 

・高齢のご夫婦が、課税者である別居の子の扶養に二人とも入っている。 

※扶養の状況については心当たりのあるご親族の方にご確認ください。 

○扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法

の規定による扶養親族（16 歳未満の者を含む）のほか、同法の規定による

青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。 

 

問 2-11 条例減免により、市町村民税を課されないことになった者について、

本給付金の支給対象となりますか。 

○住民税減免申請により、令和６年度当初から住民税均等割が全額免除とな

っている方については支給対象となります。 

○一方、令和６年度住民税課税であった方が、年度の途中で令和６年度住民税

を一部免除・減額された場合は、支給対象とはなりません。 

○また、所得割のみが免除となった場合も対象とはなりません。 

 

問 2-12 基準日時点で生活保護を受けている方は本給付金の支給対象となり
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ますか。また、生活保護制度上の取扱いはどのようになりますか。 

（答） 

○本給付金では、令和６年度の住民税の課税状況により審査しており、生活保

護の受給状況は審査に用いておりません。そのため、生活保護受給中であっ

ても、支給対象とならない場合があります。 

○なお、本給付金は、生活保護制度上、収入として認定しない取扱いとなりま

す。 

 

問 2-13 基準日（令和６年 12 月 13 日）において住民登録がないホームレス

等について、支給対象となりますか。 

（答） 

○基準日の翌日以降、本市の申請期限（令和７年６月 30日）までに本市にお

いて住民基本台帳に記録された場合は対象となります。 

 

問 2-14 基準日（令和６年 12 月 13 日）の翌日以降に入国した場合、支給対

象となりますか。 

（答） 

○基準日時点で住民登録がない方は、原則として対象とはなりません。 

 

問 2-15 令和６年１月２日以降に海外から入国したため、令和６年度分の住

民税が課されていない者は支給対象者になりますか。 

（答） 

○住民税が課されていない者も住民税非課税に該当し、令和６年 12 月 13 日

において千葉市に住民登録している者は支給対象となります。 

○なお、当該入国者の他に世帯員がいる場合は、世帯全員が住民税均等割非課

税の場合、支給対象となります。  

○令和６年度の非課税証明書（所得証明書）が取得できないため、その他の書

類を提出していただく必要があります。「海外から入国した方へ」をご覧い

ただくか、コールセンターにお問い合わせください。 

 

問 2-16 令和６年１月２日から 12 月 13 日基準日までに千葉市に転入した者

は、どのように課税・非課税を判断することになりますか。 

（答） 

○令和６年１月１日時点で住民票があった市区町村にて令和６年度の非課税

証明書（所得証明書）を取得していただき、申請書に添付してご提出いただ

くこととなります。 

○なお、千葉市に転入する直前の住所地と令和６年１月１日に住民登録して

いた市区町村が同じ場合、千葉市が課税状況の照会を実施しており、照会の
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結果、本給付金の対象と思われる場合に限り、支給決定通知書や確認書を送

付しています。 

 

問 2-17 Ｒ６非課税３万円給付等の対象となる世帯であることは、どのよう

に審査判定することになりますか。 

（答） 

○本給付金は、令和６年 12月 13日における住民登録に基づき、同一の世帯に

属する方全員について、令和６年度分の住民税均等割非課税である世帯（住

民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除く）が対

象となります。 

○具体的には、以下の①から④をすべて満たす世帯について、支給対象となり

ます。 

①令和６年 12月 13日に千葉市に住民登録がある世帯であること 

②令和６年 12 月 13 日の住民登録上の世帯の全員が、令和６年度住民税均 

等割非課税であること 

③令和 6 年度の住民税が課税されている者に扶養されている者等のみから

なる世帯ではないこと 

※③について、例えば、親（課税）に扶養されている大学生（非課税）の単

身世帯や、別居の子（課税）に扶養されている両親の世帯（非課税）は支

給対象外となります。 

 

 

問 2-18 給付金を受給した後、修正申告等により、市町村民税所得割が課税

となった場合、どのような取扱いとなりますか。 

（答） 

○修正申告や所得更正を行った結果、所得割非課税から課税になった方が世

帯にいる場合は、申告の上、給付金を返還していただく必要があります。コ

ールセンターまでご連絡ください。 

〇一方、修正申告等により市町村民税が非課税となった場合は、申請期限（令

和７年６月 30日）までに世帯主ご本人から申請があった場合は、支給対象

として取り扱うものとします。 

 

（例）Ａとは住所地が異なる配偶者Ｂ（非課税）と子Ｃ（非課税）からなる世帯の場合

ＢＣともに
Ａの扶養ではない

Ｂのみ
Ａに扶養されている

ＢＣともに
Ａに扶養されている
（注２）

Ａが住民税課税 Ｂ支給対象 Ｂ支給対象 Ｂ支給対象外
Ａが住民税非課税（注１） Ｂ支給対象 Ｂ支給対象 Ｂ支給対象
（注１）Ｂ又はＣを扶養することにより非課税となる場合を含む。
（注２）Ａの住民税課税状況により異なる。

Ａとの扶養関係
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問 2-19 未申告者は、どのような取扱いとなりますか。 

（答） 

○未申告者は、支給決定通知書、確認書及び申請書上で「非課税である」旨を

確認いただき、誓約いただいた場合に限り、所得がないものとして取り扱い

ます。 

〇また、後に申告や更正があったことで支給対象外となった場合は千葉市価

格高騰重点支援給付金コールセンター（0120-463-002）までご連絡くださ

い。給付金を返還していただきます。 

○世帯員の一部に未申告者がいる住民税非課税世帯である場合の取扱いも同

様とします。 

 

問 2-20 複数人いる世帯において、課税対象者であった者の死亡や行方不明

により、残った世帯員から申請できますか。 

（答） 

○令和６年 12 月 13 日以前に当該死亡や行方不明となった者による扶養にか

かわらず、当該者を除いた令和６年 12 月 13 日時点の世帯の全員が令和６

年度住民税非課税の場合は、給付の対象になります。 

 

問 2-21 所得税の課税対象となる給付金や一時的な所得増により課税されて

いる場合にも、住民税非課税世帯 として給付対象にならないのですか。 

（答） 

○給付対象にはなりません。住民税の課税状況に基づき判断することとなり

ます。 

 

問 2-22 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除くと

ありますが、当該非課税世帯の中に課税されている者の扶養親族ではない者

が１人でも含まれていれば、支給対象となりますか。 

（答） 

○世帯の中に「課税されている者の扶養親族ではない者」が１人でも含まれて

いれば、支給対象となります。 

 

問 2-23 令和６年 12 月 13 日以前に配偶者と離婚したケースで、本人の世帯

は令和６年度の住民税が非課税だった場合、給付の対象となりますか。 

（答） 

○令和６年 12 月 13 日時点の世帯が令和６年度住民税非課税のため、給付金

の対象になります。 

○なお、令和６年１月１日から基準日までの離婚については、元配偶者による

扶養にかかわらず、本人が属する世帯全員が令和６年度住民税非課税であ
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る場合には、給付金の対象となります。 

○ただし、離婚の事実を市で一元的に確認することはできないため、該当の方

には申請にあたってお申し出をいただく必要があります。 

 

問 2-24 租税条約に基づく免除の適用を届出た者を含む世帯は支給対象にな

りますか。 

（答） 

〇租税条約に基づく免除の適用を届出た者を含む世帯は、対象となりません。 

 

問 2-25 ＤＶ等から避難中の場合は、給付の対象となりますか。また、この

場合、加害者世帯はどのようになりますか。 

（答） 

○ＤＶ等避難者（同伴者を含む。）は、独立した世帯とみなし、避難している

世帯全員が非課税である場合には、支給対象となります。 

〇また、ＤＶ等加害者の世帯については、当該世帯（ＤＶ等避難者を含めた住

民票どおりの世帯）が非課税である場合には、ＤＶ等避難者とは別に、支給

対象となります。 

 

問 2-26 ＤＶ等避難者自身の市町村民税が課税の場合、支給対象となります

か。 

（答） 

○当該ＤＶ等避難者（同伴者を含む。）自身が住民税課税の場合、対象とはな

りません。 

 

問 2-27 基準日時点で、ＤＶ等避難者が加害者ではなく、例えば実家の両親

のような、住民税課税の支援者と住民票上同一世帯になっていた場合、支給対

象となりますか。 

（答） 

○給付の対象とはなりません。 

 

問 2-28 住民票を居住地である入所施設に移していない児童について、措置

入所等児童の保護者がＲ６非課税３万円給付等を受けている場合、当該児童

は、保護者世帯とは別に、給付金を受給できますか。 

（答） 

○措置入所等児童は、独立した生計を営むものとみなし、入所施設に住民票を

移していない場合でも、非課税である児童は、保護者世帯とは別に、給付金

が受給できます。 

○なお、措置入所等児童についても、児童本人が住民税課税である場合には支
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給対象となりません。また、住民票上で里親を世帯主とする世帯に属してお

り、里親自身もＲ６非課税３万円給付の対象となっているといった場合を

除き、措置入所等児童は、原則としてこども加算の算定対象になりません。 

 

問 2-29 措置入所等児童については、施設等に住民票を移していない場合で

あっても、施設所在地が千葉市であれば、千葉市での支給対象となりますか。 

(答) 

○千葉市での支給対象となります。 

○ただし、例えば住民票所在地でも当該児童のみで住民登録しており、その市

区町村で給付を受けている場合には、対象外となります。 

 

問 2-30 里親に委託された児童は支給対象となりますか。 

（答） 

○里親と児童（里子）が同居している場合、当該児童の所得が住民税非課税で

あれば、里親自身の世帯とは別に、給付の対象となります。 

 

問 2-31 児童福祉法の措置入所者も支給対象ですが、年齢要件はありますか。 

（答） 

○年齢要件はありません。 

 

問 2-32 同一の施設に入所している兄弟姉妹や親子である児童は、それぞれ

受給できますか。また、この取扱いは、措置等入所障害者・高齢者についても

同様ですか。 

（答） 

○同一の施設に兄弟姉妹、親子等で入所している場合は、本給付金の支給にお

いて同一世帯として取り扱い、原則として年長者を世帯主とします。 

○ただし、同一の施設に入所している場合であっても、当該児童が入所施設に

住民票を移している場合であって、兄弟姉妹、親子等が別世帯である場合

は、一般的な取扱いと同様、別世帯として給付します。 

○この取扱いは、同一の施設に親子、夫婦等で入所している、措置入所等障害

者・高齢者についても同様です。 

 

問 2-33  18 歳以上の女性自立支援施設の入所者の取り扱いはどのようにな

りますか。 

（答） 

○18 歳以上の女性自立支援施設の入所者については、ご本人からＤＶ等避難

者であることの申出及び給付金の申請をしていただくことが必要です。 
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３ こども加算について 

 

問 3-1 こども加算の支給要件について教えてください。 

（答） 

○千葉市における支給要件は以下のとおりです。 

①R６非課税３万円給付を受給している世帯の世帯主であること 

②世帯主が 18歳以下の児童（平成 18年４月２日以降生まれの方）を扶養して

いること 

③当該児童について、基準日（令和６年 12月 13日）時点で日本国内に住民登

録があること。ただし、基準日後に出生した児童に限っては、申請時点で日

本国内に住民登録があること 

 

問 3-2 ここでいう扶養とは何ですか。 

（答） 

○世帯主と児童とが生計を同一にしていることを指すものとします。 

○また原則として、加算の算定対象となる児童は、基準日（令和６年 12月 13

日）時点の住民票上、同一世帯となっている世帯員に限り、別居されている

場合は別途申請していただき、個別に審査するものとします。 

 

問 3-3 支給要件に合致していれば、Ｒ６非課税３万円給付を受給していなく

ても、こども加算だけを受給することができるのでしょうか。 

（答） 

○千葉市では、こども加算のみを受給することはできません。 

 

問 3-4 こどもと世帯が別の場合は支給されないのでしょうか。 

（答） 

○お子様が寮生活をされている場合など、別世帯ではあるが生計を同一にし

ていると認められる場合には、給付対象となる可能性があります。個別に審

査いたしますのでコールセンターにお問い合わせください。必要書類等を

ご案内します。 

○なお、別居のお子様自身が課税である場合は加算の対象外となりますので

ご注意ください。 

 

問 3-5 こどもと世帯が別で、申請が却下されるのはどのような場合が想定さ

れますか。 

（答） 

○一例として、Ａ（夫）、Ｂ（妻）、Ｃ（子）の３人家族で、Ａのみ単身赴任

しておられるような場合であって、Ａ世帯、ＢＣ世帯ともベースとなる給付
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金を受給している場合が考えられます。このような場合は、原則として同一

世帯の世帯主への給付が優先されますので、Ａ様からの申請は却下となる

可能性がございます。 

 

問 3-6 基準日後にこどもが生まれました。こども加算の対象になりますか。 

（答） 

○令和７年６月 30日までに出生、住民登録された児童については給付の対象

となります。個別に審査いたしますのでコールセンターにお問い合わせく

ださい。必要書類等をご案内します。 

○なお、こうした令和６年 12月 14日から令和７年６月 30日までに出生した

新生児のこども加算申請に限り、申請期限は令和７年７月 31日（木）（消

印有効）までとなります。 

 

問 3-7 こどもが海外に留学しています。こども加算を受けられますか。 

（答） 

○一時的に留学されている場合などで、お子様が基準日（令和６年 12 月 13

日）時点で国内に住民登録している場合は対象となります。国外転出されて

おり、基準日時点で住民登録がない場合は対象外となります。 

 

問 3-8 海外から来て、千葉市に住民登録をして働いている外国人です。R６

非課税３万円給付を受給したのですが、母国にいるこどもについてもこども

加算を受給できるのでしょうか。会社には親族関係書類や送金関係書類を提

出しており、税金上の扶養控除は受けています。 

（答） 

○お子様が基準日（令和６年 12月 13日）時点で日本国内に住民登録していな

い場合は、こども加算の対象となりません。 

 

問 3-9 海外から来て、千葉市に住民登録をして働いている外国人です。Ｒ６

非課税３万円給付を受給したのですが、基準日後に母国で生まれたこどもが、

申請期限内に来日し、住民登録をしました。こども加算の対象となりますか。 

（答） 

○児童の生まれた日付が基準日後で、ベースとなる給付の申請期限内に住民

登録している場合は対象となる可能性があります。個別に審査いたします

のでコールセンターにお問い合わせください。必要書類等をご案内します。 

 

問 3-10 単身で千葉市に住民登録をし、寮生活をしている一人暮らしの学生

です。私自身が 18 歳以下の場合は、私がこども加算を受けられるのでしょう
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か。 

（答） 

○世帯主ご自身が 18歳以下の児童である場合、その世帯主はこども加算の算

定対象とならず、対象外となります。 

 

問 3-11 実の子が児童養護施設等に措置入所している場合も、住民票上同一

であればこども加算を受給してよいのでしょうか。 

（答） 

○お子様が基準日時点で施設に入所されている場合は、原則として対象外と

なります。 

○対象外となる場合は、ご申告いただいた上で給付金を返還していただく必

要があります。 

 

 

４ その他 

 

問 4-1 基準日の令和６年 12 月 13 日時点では、世帯主である夫、妻である

私、子の３人世帯でしたが、その後離婚しました。私（元妻）がこどもを引き

とって扶養しているのですが、この場合もこども加算は元夫に支給されるの

でしょうか。 

（答） 

○元夫に支給されます。 

○こども加算は、住民票上の世帯主を受給対象とするＲ６非課税３万円給付

に対する加算という位置付けのため、原則として給付金の基準日である令

和６年 12月 13日時点の世帯主の方のみに支給することとなります。 

○ただし、元妻にあたる方も、給付対象となる可能性があります。 

○申請期限内にご申請いただければ個別に審査いたしますので、コールセン

ターにご連絡ください。なお、審査に時間がかかることが想定されますので

あらかじめご了承ください。 

 

問 4-2 基準日の令和６年 12月 13 日時点で、住民票上は世帯主である夫、妻

である私、子の３人世帯ですが、離婚協議中で、実際は妻である私がこどもを

引き取り、別居しています。この場合もこども加算は夫に支給されるのでしょ

うか。 

（答） 

○夫に支給されます。 

○こども加算は、住民票上の世帯主を受給対象とするＲ６非課税３万円給付

に対する加算という位置付けのため、原則として給付金の基準日である令
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和６年 12月 13日時点の世帯主の方のみに支給することとなります。 

○だたし、妻にあたる方も、給付対象となる可能性があります。 

○申請期限内にご申請いただければ個別に審査はいたしますので、コールセ

ンターにご連絡ください。なお、審査に時間がかかることが想定されますの

であらかじめご了承ください。 


